令和５年度第１回鳥取県文化芸術振興審議会　（概要）

[日　 時]　　令和５年８月２３日（水）１０：００～１２：００
[場　 所]　　中部総合事務所　２０２会議室
[出席者]   委　員　木谷委員（会長）、川井田委員、藤井委員、岡委員、関本委員、北尾委員、
岡野委員、渡邉委員、金谷委員　（欠席：入澤委員）
　　　　　　  事務局　村上文化振興監兼文化政策課長、瀬戸課長補佐、川上主事
--------------------------------------------------------------------------------
Ⅰ　開会　　　
開会あいさつ、定足数確認、委員紹介

Ⅱ　議題　　　
議題１　会長の選任について　
◇立候補なし、事務局より木谷委員を会長に推薦　⇒ 承認

議題２　「アートピアとっとり行動指針」の最終評価について　
◇本編資料Ｐ.１～25、資料１～４に沿って、事務局村上振興監から概要を説明。
◇基本的事項と中間評価について（⇒質問なし）
◇最終評価の基礎資料について
　
＜Ⅰ　とっとりでアートに親しむ～環境づくり～＞　　
〇「アートに親しむ」ということは、かなり受けとめ方が広いので「アート」を広い文脈でとらえるような評価の仕方があるのか？アンケートでは文化芸術を直接鑑賞するとか、あるいは習い事をするという質問を設けているが、それだけが「アートに親しむ」ことになるのか、ということがまずある。
例えば、県立美術館でも、優れた作品を鑑賞する、ワークショップなどで何か優れた作品を創ることを目指すだけではなくて、表現活動を大勢で楽しむとか、「心の開放」を視野に入れたアートワークショップを評価することも必要だし、そういう取組みを増やしていくことも必要ではないか。（８／１３毎日新聞の中で、稲庭彩和子さんが、世界的にコロナ禍を経て、美術館もウェルビーイングとか、自分の居場所と感じられるような場づくりが大事だということを言われている。）
　⇒　（会長）次の議題の「アートピアとっとり行動指針の改訂」について、大いに参考になるご意見をいただけたのではないかと思う。

＜Ⅱ　とっとりのアートが育む・アートを育む～人づくり～＞　　
〇コロナ禍で、例えばAなどできなかった面もある一方で、鳥の劇場を使ったアウトリーチ型の取組を用いて進んでいるということの報告があった。ここは引き続き、力を入れて進めていっていただきたい。

○鳥の劇場に限らず、音楽団体ほか様々な団体があるので、もっと学校に派遣、親しむ機会を作ることが大事だと思う。一方で、学校も非常に忙しく、学校により温度差もある。県の施策、それから市町村やいろんな団体等と連携して、そういった機会をもっと作っていっていただきたい。
県立美術館もできるが、（小学４年生）全員招くというのもあるが、知らない学校もあるようなので、ぜひ学校にも周知し、そういう機会を増やしていただきたい。

〇子供獅子舞保存会では、毎年、授業の１コマをいただいて、地域の学校に麒麟獅子の成り立ちや歴史の授業を２時間ほど、手弁当で近所の人が集まってやっている。因幡麒麟獅子舞の会50団体には、そういう活動をされているところがたくさんあるので、何か仕組み・道筋をつけてもらえたら、活動にどんどん携わっていけると思う。

〇バイオリン美術館の入館者数はコロナで大きな影響を受けたが、小中学校の修学旅行でバイオリンの説明や演奏を聴いてもらい、まず子供たちに実際目の前で触れてもらって楽器を触ってもらうことが大事だと感じている。最近は、三朝町の幼稚園に行ったり、江府小学校に毎年臨時講師として通っているが、初めて演奏を聞いたり楽器を見たという子供がたくさんいる。地方（郡部）の触れたことがない子供たちに向けて発信できる環境づくりができたらよいと考えている。

〇ジュニア県展の、鑑賞者が出品者の約７割強にとどまるというところが、今後の課題、若い世代への課題だと特に感じた。展示がどこであるかとか、フィードバックのところで、もう少し周知があればさらに皆さん行くのではないかと思う。出品者が子供ということは、家族がいれば、７割ということはないので、もっと増える可能性は十分にある。一方で、最近、学校現場では先生が忙しく、配布物の仕分けも大変。芸術、アートに関わる展覧会やコンサートのチラシも、たくさんもらってくるが、どれがどれなのか、わかりづらくなっており、その辺りのバランスもとても難しい。

○地域づくりとかいろんなことやっていく中で、それを支えていく人たちが大きな課題。伝統芸能でも継承していくための人材の高齢化が問題で、コロナでなおさら活動が停滞している。そこら辺を、根本的にどう支えていくかというのが一つ課題だと思う。
そういう中で、アーティスト自身が特に若い方々を中心に何かをやっていこうというところがあれば、それを緩く支えていける方策があればよい。補助金もいろいろあるが、結構ガチガチの条件がついていると、非常に使いにくいので、もっと気軽に活動できるような、支えていく仕組みがあれば、地域がにぎやかになるのではないか。

○コロナの影響で、大きい会場での演奏会は感染対策をしながら行っているが、小さいイベントでの出演がなくなり、たまたまそこにいた人に聞いて知ってもらい、大きい演奏会に興味を持って来てもらうという形が取れなくなった。米子で合唱活動を続けているが、別の合唱団にも関わっており、そちらでの団員の募集では一定数の応募があることからも、興味がないわけではないと感じる。例えば合唱指導者という地域に存在する人を使って、学校に少し入り込んでいくなどすると、盛り上がっていくのでは、と感じる。

○ちょっと聞いてみよう、とそこの地域の人に思ってもらえることが大事で、回数を重ねて続けていくことで、地域の方の意識も変わり、ほかのコンサートにも行ってみよう、ということにもなる。５年で結果が出るとは思っておらず、今後も長い時間がかかると思うが、試行錯誤しながら続けていくことで、県内全域に広がっていくのではないかと思う。
＜Ⅱ　とっとりのアートで元気に～地域づくり～＞　
〇地域の宝を生かした活力ある地域づくりということで、いろいろな事業展開をされているが、青谷上地遺跡のかみじろうをはじめ、鳥取県の事業としてはＳＮＳなども活用されて、すごく攻めた展開を、ここ近年されているなと実感している。ハードルを下げて、まずは興味を持っていただくというところの展開は、非常に発展的にされているのではないかと思う。

○文化財を観光資源として活用することは、これからも展開を期待するところだが、過剰に進むことへの不安要素もある。現時点では、展開されている事業については、非常に専門的な分野がしっかり進められていて安心しているが、そういったところも慎重に、今後の事業展開をしていただければと思う。

○美術館については、やはりまだまだ県民の方に、周知が決して行き届いているとは言いがたいと思う。これから開館に向けたいろいろな事業もあるので、開館後のイメージをＰＲすることで、より興味関心を持っていただけるのではないか。

〇西郷工芸村では、地域の住民や作家さんたちが主体となって新しい移住者を呼び込んで、コロナ禍でも入場制限とか整理券のような完全申込制の工夫をして、工芸祭りを続けられて、すごくファンも増えている。先般の大雨で、一部被災したという情報もあったので、県でもしっかりと復旧に向けた支援をぜひ図っていただきたい。
この分野については、県民の評価も高く、順調に進捗は図られているのかなと思う。
ただ、まだまだやはり鳥取の工芸とか民芸の魅力を知らない、県外の人の方が詳しいということがあるので、県民に、やはりこの地域の宝を、もっと知ってもらうという、不断の努力が必要。掘り起こして伝え続けて、守ってきた人たち、支えている人達をしっかりと我々も発信していきたい。そういう意味では、取組の方向性のCは、まだこれからもっとしていく必要があると感じている。

○地域づくりとかいろんなことやっていく中で、それを支えていく人たちが大きな課題。伝統芸能でも継承していくための人材の高齢化が問題で、コロナでなおさら活動が停滞している。そこら辺を、根本的にどう支えていくかというのが一つ課題だと思う。
そういう中で、アーティスト自身が特に若い方々を中心に何かをやっていこうというところがあれば、それを緩く支えていける方策があればよい。補助金もいろいろあるが、結構ガチガチの条件がついていると、非常に使いにくいので、もっと気軽に活動できるような、支えていく仕組みがあれば、地域がにぎやかになるのではないか。（再掲）

○地域の歴史文化を子供たちにも見てもらえるような機会を増やしたりしないといけないし、そのためには、例えばいろんなものを文化芸術全部ひっくるめ、見てくださいということで情報提供していく。なかなか個人じゃ行けないところも、例えば学校で見に行く仕組みを作る。そのために、交通手段として、学校でバスをチャーターするお金の支援や、例えば小学校4年生は毎年1個、何か文化芸術に触れるような、遠足のようなものを企画するというような仕組みを作れば、触れていく機会が増え、地域の宝に目を向けてもらう機会を増やすことに繋がるのではないか。

＜数値目標＞　
○KPIを県政参画電子アンケートで測っているが、18年、21年、23年と回答者がどんどん減っている。分母が395人という回答数は少ないのではないか。県の施策の様々な判断の基礎資料にもなるものだと思うので、ぜひ分母は増やしていただきたい。



議題３　「アートピアとっとり行動指針」の改訂について　

＜「アート」と「文化芸術」の表現について＞
〇「アート」という言葉は歴史文化、生活文化といったものと直接結びつかないものという印象があるので、個人的には「文化芸術」の方がしっくりくる。
○「アート」よりも「文化芸術」というのは同感。
[bookmark: _GoBack]○捉え方が本当に違うと痛感している。個人の感覚では、「アート」の方がしっくりくる。全国的にもアートプロジェクトや地域アートといった、結果や作品そのものを評価するのではなく、プロセスに様々な人が関わりそれを楽しんだり、表現を一緒にすることで関係を作っていくということが、アートであると思っていて、関心を持っている。ただ、「文化芸術にかかわる活動をしたことがあるとする割合」では、該当するものがなく、そういう難しさも感じている。コロナを経験して、人々の関係を作っていく、本当の地域の活性化はコミュニティーを形成していくということであるため、広くとらえた「アート」がどこかに入らないかな、と思う。
⇒　（事務局）　Ⅲ（１）では、あえて「アート」という言葉を残している。文化財や地域の文化資源、生活文化や漫画などが対象となる場合は、アートという言葉で意識してもらうことが難しいと思われるため、文化芸術という言葉に直している。
○芸術文化とアートという言葉の使い方ということだが、ニュアンスが伝わるように使い分けていただいて、説明を求められたときに、こういう意味なんですよ、ということがきちんと伝わる形がよい。


＜第２次行動指針のたたき台について＞
○身近に文化芸術に触れることができる環境の促進というのは非常に良いことであり、若手の活動者が能力発揮できる環境づくりについては、側面的に支えていくというニュアンスで伝わってくる。

○自分たちの地元の誇れるものをちゃんと誇りであると感じられる環境づくりは重要であるため、文化芸術を通じた地域の理解向上、地域への誇りの醸成という言葉が入っているのは非常に良いと感じる。

○Ⅱ（３）文化芸術活動団体・芸術家を支援する新たな仕組みづくりは、高齢化対策やコロナ対策に繋がると思うので、このことを意識していくことは非常に重要。

〇Ⅱ（３）「文化芸術活動団体・芸術家」とあるが、芸術家という表記は敷居が上がるように感じられるため、例えば芸術活動者とか、活動実践者とか、少し表現が柔らかくなるともう少し裾野が広がるのではないか。
⇒　（事務局）修正の方向で進める。
⇒　（各委員）賛同

〇Ⅰ（１）の辺りに、情報発信の強化ということを入れてほしい。
コロナの落ち着きとともに県民の文化芸術活動が盛んになっている。鳥取県では文化芸術活動に携わる方や興味を持っている方が多いと感じる。都会に比べ知らない分野のイベントに参加しやすい面もある。
一方で、その情報発信ツールがなかったり、情報発信が十分でなかったりすることで、イベントの参加人数が少ないということがあるため、さまざまな団体や行政と連携して、情報発信を強化することで、アートに親しむ機会を増やすことが大事であると思う。

○Ⅰ（２）で県内文化施設の整備充実が入っていることは非常に良い。鳥取市でも新しい文化施設の動きが具体化しつつあり、既存施設の活用も大事ではあるが、拠点づくりとして重要だと思う。

○コロナ禍で文化芸術が二の次にされているような時期が長く続いたが、困難な時代を乗り切る上での糧や癒しになるなど、文化芸術は生活に必要なもの。なぜ文化芸術が必要で、それを親しむ機会を増やしたり育成したりすることが必要なのかを、前文というか、趣旨とか中身で触れていただきたい。
後継者不足や高齢化などの深刻な課題もあるため、そういった中で、いかに守り育てていくかというところを書き込み、県民と共有してこの計画を進めていくことが大事である。

〇因幡麒麟獅子舞の会が日本遺産に認定されているので、文化観光に絡めて、これをぜひどこかに入れていただけたらと思う。鳥取でこれだけ誇れるものが認定されているので、文章にして多くの人の目に触れるようにしてもらえば、関心も高まる。


Ⅲ　その他　　　
○最終評価について本日いろいろご意見いただいた部分はあるが、進捗が順調にいったかどうかというところまでは、言及されておりませんので、各委員さんがどのように感じられ、またその理由はどうかというところを、後日書面で照会させていただく。
○今回の意見とそれらを踏まえた部分を集約して、次回の審議会に提出させていただき、最終的な審議会としての評価を行って、まとめていただきたい
○今後の改訂に関するスケジュールとして、最後の資料に添付しているが、今回の審議会の後に、関係団体等のヒアリングを行い、それらをまとめた上で、指針の素案を事務局で作成し、11月ごろに案を示させていただく予定なので、それについてご審議をいただきたい。
○審議いただいた案について、パブリックコメントを実施し、そこでの意見も踏まえ、最終的に審議会で審議をいただき、決定していただいたものを改訂の行動指針としていきたい。

Ⅳ　閉会　　　
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